
コロナ禍終息後のビジネス展開をお考えの伝統産業事業者の皆様へ

募集期間

補助対象者

上記①～③を全て満たす者で構成されるグ
ループ（2者以上）が補助対象者となります。

補助対象事業

※詳細は募集案内等をご参照ください。



補助率・補助限度額

補助対象経費

補助対象期間

※指令前着手届を提出された場合は、交付決定日以前の活動に要した経
費についても、対象になる場合があります。

応募方法

【提出先・問合せ先】
〒602-8570  京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府 商工労働観光部 染織・工芸課
TEL：075-414-4869・4858    E-mail：senshoku@pref.kyoto.lg.jp

※本補助金の要件等に該当しない事業者（グループ）については、別途募集中の「危機克服
緊急連携支援補助金」をご活用いただける場合がございますので、詳細は、（公財）京都産業
21 危機克服緊急連携支援補助金センター（TEL：075-315-1039）までお問い合わせください。


